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地 域 整 備 課

道路維持事業 ３，１８４千円●

町道の維持管理を行う事業で、軽微な損傷の補修、それに必要な原材料の購入

などを行い、大規模な補修が必要な場合は補修工事により維持管理を行います。

除雪事業 ３，２２５千円●

道路は、通常一般の通行の用に供するものであり、特に積雪下において主要交

通道を中心に 、民生の安定上欠くことのできない道路および通学路の確保を図

るため、除雪作業を業者委託により行います。

ふるさと整備土木事業 ５，０００千円●

集落内の道路、水路、及び生活環境を改良する土木事業で、申請された箇所の

工事費の１／２を助成します。

災害復旧事業●

農地農業用施設災害復旧事業 １４，１３３千円

林道施設災害復旧事業 ２１，４６２千円

道路橋りょう災害復旧事業 １０，１３７千円

河川災害復旧事業 １７，４４８千円

簡易水道事業 ４６，４７１千円●

簡易水道１９施設、専用水道施設の整備や維持管理、環境汚染等に対応するた

めの衛生管理、施設管理者の育成を図ります。主に、農業集落排水事業に伴う水

道管路の補償工事を行っています。

公共下水道事業 ６２０，３９０千円●

家庭や事業所などから出た汚水をきれいな水に戻す施設や、汚水を施設まで送

る管路施設及びポンプ施設を平成２３年度を目標に整備を行っています。本年度

は、坂原、惣地、山根の管路移設工事、マンホールポンプ施設工事、智頭浄化セ

ンターの余剰汚泥を脱水する施設を設置する工事を予定しています。

農業集落排水事業 ８３９，３１２千円●

農業集落の家庭などから出た汚水をきれいな水に戻す施設や、汚れた水を施設

まで送る管路施設及びポンプ施設の整備を行っています。

現在整備工事中の南因処理区については、本年度新しく土師地区の一部と那岐

地区の一部が接続可能となります。また、南因処理区全域が接続可能となるよう

引き続き管路施設工事、マンホールポンプ施設工事を行うとともに、南因地区浄

化センター処理機能の点検・調整のための機能調整工事を行います。


